
 

 

 

 

 

2023年 10月に消費税インボイス制度(適格請求書等保存方式)の導入が予定されています。 

それに先駆け 2021年 10月から適格請求書発行業者の登録申請受付が開始されました。 

インボイス制度は事業者が消費税を納税する際に関係してくる税制ですが、現在免税事業者の個人

事業主やフリーランスの方にも大きな影響を与えると懸念されています。 

まだ先の話と思われている方も、制度導入後に仕事が受けられなくなった、消費税の納税額が増

えてしまったなどとならないために、これから何をすべきかを税理士より説明いたします。 
 

●開 催 日：令和３ 年 

 

 

●場  所： 東大和市商工会館 

●定  員： 先着２０名 ※１事業所１名      

       （受付確認後、担当からご連絡いたします） 

●講  師： 横山昌明税理士事務所 

 

会計事務所勤務、税理士専門学校講師を経て、某ジャスダック上場不動産会社の経理責任

者として勤務後、平成 21年 11月に税理士開業し約 10年が経過。過去に東大和市商工会

主催の弥生会計セミナー講師、東大和市主催創業塾講師等の実績を有する。 

 

●内  容 

1. インボイス制度の概要 

（適格請求書<インボイス>への移行） 

2. インボイス発行事業者の登録申請 

3. インボイスへ記載すべき内容と事前準備 

4. インボイスの保存と仕入税額控除の要件 

5. 仕入税額の積上げ計算 

6. 免税事業者の経過措置と登録事業者の

取消し 

7. その他 

 

《お申込》 ＦＡＸ ０４２－５６２－１５３０ 

消費税「インボイス制度」に備えるセミナー 申込書 

事業所名  参 加 者  

業  種  電話番号  

≪お問合せ≫  

東大和市商工会東大和市中央３－９２２－１４         ０４２－５６２－１１３１(担当：古川) 

【プロフィール】 

こんな方にオススメ！ 

☆インボイス制度とは何かを知りたい 

☆現在免税事業者である 

☆免税事業者に業務を依頼している 

☆自社への影響と対策を知りたい 

参加費無料 



 

【新型コロナウイルス感染防止対策について】 

受講の際は必ずマスクの着用をお願いいたします。また発

熱や風等の症状がある方、体調の悪い方のご参加はお控え

ください。 

講習会実施にあたりましては、会場の換気・ソーシャルデ

ィスタンスに配慮した配席・参加者席の事前消毒・消毒用ア

ルコールの設置・講師と運営側の手洗いとマスク着用の徹

底等、新型コロナウイルス感染予防に努めます。 

開催日までの状況変化により、中止または延期とさせてい

ただく場合がございます。その際には事前にご連絡をさせて

いただきます。 

 

 

 


